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第１節 迅速な災害復旧 
 

項  目 担  当 

第1 災害復旧事業計画の作成 総括部、各部 

第2 災害復旧事業に伴う財政援助及び助成計画の作成 総括部、各部 

第3 災害復旧事業の実施 各部 

 

第１ 災害復旧事業計画の作成 

市所管各部は、災害応急対策を講じた後に、被害の程度を十分調査・検討し、それぞれが所管する

公共施設に関する災害復旧事業計画を速やかに作成するとともに、通常業務をできるだけ早く復旧さ

せることに努める。 

復旧事業計画の策定にあたっては、被災原因、被災状況等を的確に把握し、事業期間の短縮に努め

る。また、新たに災害の防止に努めるよう県各部局、国と十分連絡調整を図る。 

なお、総括部は、各部が作成する個別の事業計画のとりまとめを行い、各事業推進上の財政面での

調整や助言を行う。 

災害復旧事業計画の種類は以下に示すとおりである。 

① 公共土木施設災害復旧事業計画 

② 農林水産業施設災害復旧事業計画 

③ 都市災害復旧事業計画 

④ 上水道災害復旧事業計画 

⑤ 下水道災害復旧事業計画 

⑥ 住宅災害復旧事業計画 

⑦ 社会福祉施設災害復旧事業計画 

⑧ 公立医療施設、病院等災害復旧事業計画 

⑨ 学校教育施設災害復旧事業計画 

⑩ 社会教育施設災害復旧事業計画 

⑪ 復旧上必要な金融その他の資金計画 

⑫ その他の計画 

 

第２ 災害復旧事業に伴う財政援助及び助成計画の作成 

各部は、被災施設の復旧事業計画を速やかに作成するとともに、国又は県が費用の全部又は一部を

負担又は援助するものについては、財政援助及び助成計画を作成して、復旧事業費の査定実施が速や

かに行えるよう努める。 

なお、総括部は、各部が作成する個別の事業計画のとりまとめを行い、各事業推進上の財政面での

調整や助言を行う。 

 

１ 法律に基づく財政援助措置 

国は、法律又は予算の範囲内において、国及び県が全部又は一部を負担し又は補助する。財政援

助根拠法令は次のとおりである。 

① 公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法 

② 公立学校施設災害復旧国庫負担法 

③ 公営住宅法 
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④ 土地区画整理法 

⑤ 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律  

⑥ 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 

⑦ 予防接種法 

⑧ 都市災害復旧は、都市災害復旧事業国庫補助に関する基本方針に基づき予算の範囲内で事業

費の2分の1を国庫補助する。 

⑨ 農林水産業施設災害復旧事業国庫補助の暫定措置に関する法律  

⑩ 県が管理している公立公園施設に関する災害復旧助成措置 

 

２ 激甚災害に係る財政援助措置 

市及び県は、著しく激甚である災害（以下「激甚災害」という。）が発生した場合には、災害の状

況を速やかに調査し、実情を把握して早期に「激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関す

る法律」（昭和37年法律第150号）（以下「激甚法」という。）の指定を受け、公共施設の災害復旧

事業が迅速かつ円滑に実施できるよう措置する。 

激甚災害の基準については、「激甚災害指定基準」（昭和37年12月7日・中央防災会議決定）と

「局地激甚災害指定基準」（昭和43年11月22日・中央防災会議決定）の2つがあり、この基準に

より指定を受ける。 

 

■激甚災害指定の流れ 
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○地域・適用条件 

○災害名 
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■激甚法による財政援助 

助 成 区 分 財 政 援 助 を 受 け る 事 業 等 

公共土木施設災害

復旧事業等に関す

る特別の財政援助 

 

・公共土木施設災害復旧事業 

・公共土木施設復旧事業関連事業 

・公立学校施設災害復旧事業 

・公営住宅災害復旧事業 

・生活保護施設災害復旧事業 

・児童福祉施設災害復旧事業 

・老人福祉施設災害復旧事業 

・身体障害者更正援助施設災害復旧事業 

・知的障害者援護施設災害復旧事業 

・女性保護施設災害復旧事業 

・感染症指定医療機関災害復旧事業 

・感染症予防事業 

・堆積土砂排除事業 

・湛水排除事業 

農林水産業に関す

る特別の助成 

・農地等の災害復旧事業等に係る補助の特別措置 

・農林水産業共同利用施設災害復旧事業費の補助の特例 

・開拓者等の施設の災害復旧事業に対する補助 

・天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措

置の特例 

・森林組合等の行う堆積土砂の排除事業に対する補助 

・森林災害復旧事業に対する補助 

・土地改良区等の行う湛水排除事業に対する補助 

中小企業に関する

特別の助成 

・中小企業信用保険法による災害関係保証の特例 

・小規模企業者等設備導入資金助成法による貸付金の償還期間等の

特例 

・事業協同組合等の施設の災害復旧事業に対する補助 

その他の財政援助

及び助成 

・公立社会教育施設災害復旧事業に対する補助 

・私立学校施設災害復旧事業に対する補助 

・市町村が施行する感染症予防事業に関する負担の特例 

・り災者公営住宅建設事業に対する補助の特例 

・小災害債に係る元利償還金の基準財政需要額への算入等 

・母子及び寡婦福祉法による国の貸付けの特例 

・水防資材費の補助の特例 

・雇用保険法による求職者給付に関する特例 

 

３ 激甚災害に関する調査 

市は、県が行う激甚災害及び局地激甚災害に関する調査等について協力するものとする。 
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第３ 災害復旧事業の実施 

各部は、災害により被害を受けた施設の復旧を迅速に行うため、復旧に必要な職員の配備、職員の

応援及び派遣等活動体制について必要な措置を早期に行う。復旧事業の事業費が決定され次第、速や

かに事業が実施できるよう措置し、復旧事業の実施効率を上げるよう努める。 

また、復旧事業の実施にあたっては、緊急といえども関係住民に対して理解を得られるように努め

る。 

なお、災害復旧工事における労働災害を防止するため、災害復旧工事現場に対し監督指導等を行う。 
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第２節 計画的な災害復興 
 

項  目 担  当 

第1 災害復興対策本部の設置 本部班、各部 

第2 災害復興計画の策定 本部班、各部 

第3 災害復興事業の実施 各部 

第4 特定大規模災害時の措置 各部 

 

第１ 災害復興対策本部の設置 

市は、被災状況を速やかに把握し、災害復興の必要性を確認した場合は、市長を本部長とする「災

害復興対策本部」を設置する。 

 
第２ 災害復興計画の策定 

１ 災害復興方針の策定 

本部班は、学識経験者、有識者、市議会議員、市民代表、行政関係職員より構成される「災害復

興検討委員会」を設置し、災害復興方針を策定する。方針決定後は、速やかにその内容を市民に公

表する。 

 

２ 災害復興計画の策定 

各部は、災害復興方針に基づき、具体的な災害復興計画を策定する。災害復興計画では、市街地

復興に関する計画、産業復興に関する計画、生活復興に関する計画及びその事業手法、財源確保、

推進体制に関する事項について定める。 

■復興計画の項目例 

都市の復興計画 ・建築制限実施計画 

・時限市街地の形成計画 

・復興対象地区の設定 

・復興まちづくり計画の策定 

・復興事業の推進施策 

住宅の復興計画 ・自力再建支援策 

・公的住宅供給施策 

産業の復興計画 ・中小企業、農林業者等の支援策 

・地場産業等の復興支援策 

・雇用、就業の回復対策 

くらしの復興計画 ・医療、福祉、保健機能の回復策 

・学校教育、社会教育機能の回復策 

・消費者保護対策 
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第３ 災害復興事業の実施 

１ 市街地復興事業のための行政上の手続きの実施 

(1) 建築基準法第84条建築制限区域の指定 

県は、被災した市街地で土地区画整理の必要が認められる場合には、建築基準法第 84 条によ

る建築制限区域の指定を行う。 

(2) 被災市街地復興特別措置法上の手続き 

本部長（市長）は、被災市街地復興特別措置法第5条の規定による被災市街地復興推進地域を

指定し、建築行為等の制限等を行う。 

被災市街地復興推進地域の指定は、通常の都市計画決定の手続きと同様の手順で行う。 

 

２ 災害復興事業の実施 

市は、災害復興に関する専管部署を設置し、当該部署を中心に災害復興計画に基づき、災害復興

事業を推進する。 

県は、市が行う災害復興事業の技術的、財政的な支援を実施する。 

県及び市は、地域の復興を迅速に行うため、あらかじめ、復興手続きについて検討を行う。 

 

第４ 特定大規模災害時の措置 

大規模災害からの復興に関する法律に基づく特定被災市となった場合は、必要に応じて県と共同し

て国の基本方針に即した復興計画を策定し、また、復興協議会を組織して復興整備事業の許認可の緩

和等の特別措置の適用を受け、市街地開発事業、土地改良事業等を実施する。 

なお、特定大規模災害等による被害により、行政機能の低下や専門知識を有する職員が不足する場

合は、同法に基づき、復興を図るために必要な都市計画の決定や変更について県知事に対して代行を

要請するほか、復興計画の作成や復興整備事業の実施等に必要な人員が中長期的に不足する場合は、

同法に基づき、関係地方行政機関の長に対して当該関係地方行政機関の職員の派遣を要請する。 
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第３節 生活再建等の支援 
 

項  目 担  当 

第1 被災者の生活確保 調査班、市民班、建設活動班、朝霞公共職業安定所、県、日

本郵便株式会社朝霞郵便局 

第2 被災者等への融資等 市民班、福祉班、県、県社会福祉協議会、住宅金融支援機構 

第3 義援金品の受入れ・配分 財務・情報班、福祉班 

 

第１ 被災者の生活確保 

１ 被災者に対する職業あっせん等 

埼玉労働局（朝霞公共職業安定所）及び県は、次の対策を行う。市民班は、被災者等にこれらの

情報を提供する。 

(1) 埼玉労働局 

① 災害により離職を余儀なくされた者の再就職を促進するため、離職者の発生状況、求人、求

職の動向等の情報を速やかに把握するとともに、災害の状況に応じて、以下の措置を行う。 

ア 臨時職業相談窓口の設置 

イ 公共職業安定所に出向くことが困難な地域における臨時職業相談所の開設又は巡回職業相

談の実施 

ウ 職業訓練受講指示・職業転換給付金制度の活用等 

エ 災害救助法が適用された市町村長から労務需要があった場合の労働者のあっせん 

② 雇用保険の失業給付に関する措置 

ア 証明書による失業の認定 

イ 激甚災害による休業者に対する基本手当の支給 

③ 災害により事業主が倒産等の状態に陥り、労働者に賃金を支払うことができなくなった場合、

「賃金の支払確保に関する法律」の要件を満たす限り、雇用者の請求に応じ、速やかに不払い

となった賃金のうち一定額を立替するための手続をとる。 

(2) 県 

被災者の就職を支援するため、高等技術専門校において職業訓練を実施する。 

 

２ 市税等の徴収猶予及び減免の措置 

関係各班は、被災者の納付すべき市税等について、徴収猶予及び減免の措置を災害の状況に応じ

て実施する。 

また、国及び県も同様の措置をとる。 
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３ 郵政事業に係る災害特別事務取扱及び援護対策 

日本郵便株式会社朝霞郵便局は、災害の態様及び公衆の被災状況等被災地の実情に応じ、次のと

おり、郵政事業に係る災害特別事務取扱い及び救護対策を迅速かつ的確に実施する。 

 

郵便関係 ① 被災者に対する郵便葉書などの無償交付 

② 被災者が差し出す通常郵便物の料金免除 

③ 被災地あて救助用郵便物の料金免除 

④ 利用の制限及び業務の停止 

郵便貯金関係 ① 被災者の救援を目的とする寄附金の送金のための郵便振替の料

金免除 

② 郵便貯金業務の非常取扱い 

簡易保険関係 ① 簡易保険業務の非常取扱い 

② 簡易生命保険資金による災害応急融資 

 

４ 生活必需品の安定供給の確保 

県は、大規模災害発生後の生活必需品等の価格及び需給動向の把握に努め、状況により特定物資

の指定を行い、適正な価格で売り渡すよう指導し、必要に応じ勧告又は公表を行う。 

生活必需品等の著しい不足、価格の異常な高騰等を防ぐことを目的として、国、他の都道府県及

び事業者団体に対し、必要に応じ、情報提供、調査、集中出荷及びその他の協力要請を行う。 

市民班は、県の活動に協力する。 

 

５ 災害公営住宅の建設等 

大規模な災害が発生し、自己の資力では住宅の再建が困難な者に対する居住の安定を図るため、

住宅被害の状況、被災者の要望等に応じ、公営住宅法に基づく災害公営住宅を建設若しくは買収又

は被災者へ転貸するために借り上げる。 

市は、低所得り災世帯のため、国庫から補助を受け整備し入居させる。 

建設活動班は、県の指導のもと、災害公営住宅の建設等を行う。 

 

６ 被災者生活再建支援 

市民班は、「被災者生活再建支援法」（平成10年法律第66号）に基づき、自然災害により生活基

盤に著しい被害を受けた者に対し、生活再建支援金を支給する。 

また、被災者生活再建支援法等の対象とならない災害については、「埼玉県・市町村被災者安心支

援制度」を活用し、被災者生活再建支援法と同様の支援金を支給する。 

その他、災害救助法が適用とならなかった地域の半壊世帯には、「埼玉県・市町村半壊特別給付金」

を支給する。 

(1) 被災者生活再建支援法の対象災害 

暴風、豪雨、豪雪、洪水、崖崩れ、土石流、地震、噴火、地滑りその他の自然災害で、次の

いずれかに該当する場合 

① 災害救助法施行令第１条第１項第１号又は第２号のいずれかに該当する被害が発生した市

町村における自然災害 

② 10世帯以上の住宅が全壊する被害が発生した市町村における自然災害 

③ 100世帯以上の住宅が全壊する被害が発生した都道府県における自然災害 

④ ①又は②の被害が発生した都道府県の他の市町村（人口10万人未満に限る）で５世帯以上

の住宅が全壊する被害が発生した自然災害 
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⑤ ③又は④の都道府県の区域に隣接する都道府県内の市町村（人口10万人未満に限る）で①

～③のいずれかに隣接し５世帯以上の住宅が全壊する被害が発生した自然災害 

⑥ ①若しくは②の市町村を含む都道府県又は③の都道府県が２以上ある場合に、５世帯以上

の住宅全壊被害が発生した市町村（人口 10 万人未満に限る）又は２世帯以上の住宅全壊

被害が発生した市町村（人口５万人未満に限る）における自然災害 

(2) 支援金の支給世帯 

自然災害により被害を受けた世帯に被災者生活再建支援金が支給される。 

① 居住する住宅が全壊した世帯 

② 居住する住宅が半壊又は敷地に被害が生じ、倒壊防止等の事由により住宅をやむを得ず解

体した世帯 

③ 災害による危険な状態が継続し、住宅に居住不能な状態が見込まれる世帯 

④ 住宅が半壊し、大規模な補修を行わなければ居住することが困難な世帯（大規模半壊世帯） 

⑤ 住宅が半壊し、相当規模の補修をしなければ居住が困難な世帯（中規模半壊世帯） 

(3) 支給手続き 

市は、被災者生活再建支援法が適用された大規模災害で著しい住宅被害を受けた世帯に対し、

被災者生活再建支援金の申請を受け付けた上で申請書等の確認を行い、とりまとめて県への報告

等を行う。 

 

 

第２ 被災者等への融資等 

【資料編】２－４ 朝霞市災害弔慰金の支給等に関する条例 

２－５ 朝霞市災害見舞金支給規程 

 

１ 被災者個人への融資 

(1) 生活福祉資金 

県社会福祉協議会は、災害救助法が適用にならない災害によって被災した所得の低い者に対し、

速やかに自力更正の一助となるよう、生活福祉資金貸付制度により、民生委員・児童委員及び市

社会福祉協議会の協力を得て、災害援護資金及び住宅資金の貸付を予算の範囲内で行う。 

なお、「災害弔慰金の支給等に関する法律」に基づく災害援護資金の貸付対象となる世帯は、原

則としてこの資金の貸付対象とならない。 

(2) 住宅復興資金 

住宅金融支援機構は、大災害により住宅に被害を受けた者に対し、住宅金融公庫法の規定に基

づき、災害復旧住宅資金の融資を適用し、建設資金又は補修資金の貸付を行う。 

被
災
者
世
帯
主 

①申請書提出 
②申請書とり 

まとめ・送付 

市 

⑥支援金支給の 

報告 

③申請書取り 

まとめ・送付 

⑤支援金支給の 

報告 

県 

⑦補助申請 

 ⑧交付額の 

1/2補助 

④支援金の支給決定及び支給 

都
道
府
県
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(3) 災害弔慰金・災害障害見舞金の支給及び災害援護資金の貸付 

福祉班は、災害弔慰金の支給等に関する法律に基づき、自然災害（以下「災害」という。）によ

り死亡した者の遺族に対しては災害弔慰金を、災害により精神又は身体に重度の障害を受けた者

に対しては災害障害見舞金を支給し、災害により被害を受けた世帯の世帯主に対しては災害援護

資金を貸し付ける。また、朝霞市災害見舞金支給規程に基づき、自然災害により死亡又は負傷し

た場合、住家が全壊、全焼、流出、半壊、半焼又は床上浸水した場合に、見舞金を支給する。 

 

２ 被災中小企業への融資等 

関係機関は、被災した中小企業の再建を促進するための資金対策として、一般金融機関及び政府

系金融機関による施設の復旧に必要な資金並びに事業費の融資が迅速かつ円滑に行われるよう、次

の措置を実施する。 

市民班は、被災者等にこれらの情報を提供する。 

① 災害復旧資金貸付（株式会社日本政策金融公庫、商工組合中央金庫） 

② 災害復旧高度化資金（県、中小企業基盤整備機構） 

③ 小規模企業設備資金（県） 

④ 中小企業体質強化資金（県） 

⑤ 経営安定関連保証（信用保証協会） 

⑥ 災害関係特例保証（信用保証協会） 

 

３ 被災農林漁業関係者への融資等 

関係機関は、災害により被害を受けた農林漁業者又は団体に対し復旧を促進し、農林漁業の生産

力の維持増進と経営の安定を図るため、天災融資法、株式会社日本政策金融公庫法及び埼玉県農業

災害対策特別措置条例により融資する。市民班は、被災者等にこれらの情報を提供する。 

① 天災融資法に基づく資金融資（県） 

② 株式会社日本政策金融公庫法による資金貸付（株式会社日本政策金融公庫） 

③ 埼玉県農業災害対策特別措置条例に基づく資金融資（県） 

④ 農業災害補償法に基づく農業災害補償（農業共済組合等） 

 

第３ 義援金品の受入れ・配分 

１ 義援金品の受入れ 

財務・情報班は、義援金受付窓口を設置し、受付記録を作成して保管の手続きを行うとともに、

寄託者に受領書を発行する。また、日赤埼玉県支部、ホームページ等を通じて募集を行う。 

義援品は、救援物資と同様に扱う。 

 

２ 義援金の保管及び配分 

福祉班は、義援金配分委員会を組織し、送金された義援金を保管し、委員会の配分計画に基づき

配分する。寄託された義援金は被災者に配分するまでの間、義援金受付口座に預金保管する。 

 

 

 


